
　
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
お
よ
び
健
康

の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
安
定
し
た

歩
行
を
補
助
す
る
シ
ル
バ
ー
カ
ー
の
購
入
費

用
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
者
（
左
記
の
す
べ
て
を
満
た
す
方
）

・
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

・
購
入
日
に
満
65
歳
以
上
で
あ
る
方

・
歩
行
の
際
に
補
助
を
必
要
と
す
る
方

▼
対
象
と
な
る
シ
ル
バ
ー
カ
ー

　
（
左
記
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
）

・
車
輪
が
４
輪
以
上
か
つ
荷
物
入
れ
を
有
し

て
い
る
も
の

・
歩
行
を
助
け
る
機
能
が
あ
る
も
の

・
休
息
す
る
た
め
の
座
面
が
あ
る
も
の

▼
支
給
金
額　
一
律
5
０
０
０
円

※�

購
入
金
額
が
5
０
０
０
円
に
満
た
な
い
場

合
は
、
購
入
金
額
と
な
り
ま
す
。　

※�

補
助
金
の
交
付
は
、
対
象
者
1
人
に
つ
き

1
回
限
り
で
す
。

▼�

提
出
書
類
（
シ
ル
バ
ー
カ
ー
を
購
入
し
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
60
日
以
内
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。）

①�

申
請
書

②�

販
売
店
の
名
称
お
よ
び
住
所
、
購
入
者
氏

名
、
購
入
日
な
ら
び
に
購
入
金
額
が
記
載

さ
れ
た
領
収
書

③�

購
入
し
た
シ
ル
バ
ー
カ
ー
の
仕
様
が
確
認

で
き
る
書
類

④
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

※�

申
請
書
は
、
役
場
福
祉
課
の
窓
口
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

愛
の
定
期
便
事
業

シ
ル
バ
ー
カ
ー
購
入
費
補
助
金

福
祉
課
か
ら
各
種
支
援
事
業
の
お
知
ら
せ

下
水
道
接
続
支
援
補
助
金
の
ご
案
内

　
町
で
は
町
民
生
活
に
係
る
環
境
衛
生
の
向

上
を
図
り
、
霞
ケ
浦
を
は
じ
め
と
す
る
公
共

用
水
域
の
水
質
保
全
に
資
す
る
た
め
、
下
水

道
接
続
工
事
を
実
施
す
る
方
に
対
し
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
工
事

�　

�

公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
宅
地
内
配
管
を
改
造
す
る
工
事
で
、

下
記
の
い
ず
れ
か
の
工
事

①�

既
設
の
く
み
取
り
便
所
か
ら
水
洗
便
所
に

改
造
し
、
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
工
事

　

�（
く
み
取
り
槽
の
撤
去
、
処
分
お
よ
び
既

設
管
の
撤
去
、
処
分
な
ど
を
含
み
ま
す
）

②�

既
設
の
浄
化
槽
を
廃
止
し
、
公
共
下
水
道

に
接
続
す
る
工
事

　

�（
浄
化
槽
の
撤
去
、
処
分
、
槽
内
の
清
掃
、

消
毒
お
よ
び
既
設
管
の
撤
去
、
処
分
な
ど

を
含
み
ま
す
）

※�

新
築
に
合
わ
せ
て
行
う
下
水
道
工
事
は
対

象
外
で
す
。

▼
補
助
金
の
額

　
工
事
費
の
全
額
（
限
度
額
４
万
円
）

　
下
記
の
条
件
①
、
②
を
い
ず
れ
も
満
た
す

場
合
は
、
限
度
額
が
３５
万
円
ま
で
上
が
り
ま

す
。

①�

補
助
対
象
者
お
よ
び
そ
の
者
と
生
計
を
一

に
す
る
親
族
に
、
１８
歳
未
満
も
し
く
は
６５

歳
以
上
の
者
が
い
る
場
合

②�

補
助
対
象
者
お
よ
び
そ
の
者
と
生
計
を
一

に
す
る
親
族
の
課
税
対
象
所
得
の
合
計
額

が
３
４
８
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

▼
申
請
受
付
期
間

　
令
和
8
年
４
月
１
日
㈬
～
12
月
28
日
㈪

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

　

本
補
助
金
の
申
請
に
は
、
他
に
も
所
定

の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い

て
は
、
下
記
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

　
生
活
環
境
課　
下
水
道
係

☎
68
︲
２
２
１
１
（
内
線
２
３
３
）

Ｅ
メ
ー
ル
：gesui@

tow
n.tone.lg.jp

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新
を
忘
れ
ず
に

　
現
在
ご
利
用
の
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
ま
で
で
す
。

8
月
以
降
も
利
用
す
る
場
合
は
申
請
が
必
要

で
す
。

　
更
新
対
象
の
方
に
は
、
6
月
中
旬
に
申
請

に
必
要
な
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
忘

れ
ず
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
と
は

　
所
得
の
低
い
方
に
対
し
て
、
介
護
保
険
施

設
（
介
護
老
人
保
健
施
設
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
、
介
護
医
療
院
）
へ
の
入
所
お
よ
び

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
時
の
食
費
・
居
住
費

の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書

・
同
意
書

・�

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
通
帳
・
有
価
証
券

な
ど
の
写
し

※�

令
和
8
年
1
月
1
日
現
在
に
本
人
ま
た
は

配
偶
者
が
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
な
い
場
合
は
、
非
課
税
証
明
書
が

必
要
で
す
。

※�

通
帳
は
申
請
前
に
記
帳
し
、
銀
行
名
、
支

店
名
、
口
座
番
号
、
口
座
名
義
人
が
確
認

で
き
る
ペ
ー
ジ
と
、
最
終
残
高
が
確
認
で

き
る
ペ
ー
ジ
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▶対象者
次の（１）、（２）のいずれにも該当する方

（１）本人、配偶者などの世帯全員が町民税非課税
（２）預貯金などの資産が次の金額以下であること

利用者負担段階 対象者（令和８年８月～） 預貯金など資産要件

第 1 段階
・生活保護受給者
・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員

が町民税非課税の方
単身 1,000 万円以下
夫婦 2,000 万円以下

第 2 段階
・世帯全員※が町民税非課税で、前年

の公的年金等収入額＋その他の合
計所得金額が年間で 82.65 万円以
下の方

単身 650 万円以下
夫婦 1,650 万円以下

第 3 段階
・世帯全員※が町民税非課税で、前年

の公的年金等収入額＋その他の合
計所得金額が年間で 82.65 万円超
120 万円以下の方

単身 550 万円以下
夫婦 1,550 万円以下

第 4 段階
・世帯全員※が町民税非課税で、前年

の公的年金等収入額＋その他の合計
所得金額が年間で 120 万円超の方

単身 500 万円以下
夫婦 1,500 万円以下

※世帯分離している配偶者も含みます。

〇介護保険負担限度額認定証の発送時期
　7 月 13 日（月）までに申請した場合は、7 月 15 日（水）の発送を予
定しています。課税や預貯金などの審査に時間がかかる場合がありますの
で、早めに申請をお願いします。
▶問い合わせ
福祉課　高齢介護係　☎ 68 － 2211（内線 127）

浄
化
槽
を
お
使
い
の
皆
様
へ

　
浄
化
槽
は
、
微
生
物
な
ど
の
働
き
を
利
用

し
て
生
活
排
水
を
き
れ
い
に
す
る
装
置
で

す
。
浄
化
槽
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る

に
は
、
定
期
的
な
維
持
管
理
（
保
守
点
検
・

清
掃
）
と
法
定
検
査
が
必
要
で
あ
り
、
法
律

に
よ
り
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

適
正
な
維
持
管
理
と
法
定
検
査
を
行
い
、

浄
化
槽
を
正
し
く
使
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

◎
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

▼
保
守
点
検

・�

浄
化
槽
内
の
機
器
、
送
風
機
や
タ
イ
マ
ー

な
ど
の
点
検
調
査
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

消
毒
剤
を
定
期
的
に
補
充
し
、
放
流
先
が

不
衛
生
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
も
重

要
な
作
業
で
す
。

・���

10
人
槽
以
下
の
家
庭
用
浄
化
槽
は
、
3
～

4
カ
月
に
1
回
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※�

県
に
登
録
し
て
い
る
保
守
点
検
業
者
に
委

託
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
清
掃

・�

浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た
汚
泥
な
ど
を
抜
き

取
り
ま
す
。

・�

年
に
1
回
以
上(

全
ば
っ
気
方
式
は
6
カ

月
に
1
回
以
上)

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※�

市
町
村
の
許
可
を
受
け
た
清
掃
業
者
に
委

託
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
法
定
検
査

・�

浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清
掃
が
き
ち
ん
と

行
わ
れ
、
き
れ
い
な
水
が
放
流
さ
れ
て
い

る
か
を
検
査
し
ま
す
。

・�

最
初
の
検
査
は
、
浄
化
槽
を
使
い
始
め
て

か
ら
3
～
8
カ
月
の
間
に
1
回
行
う
必
要

が
あ
り
、
そ
の
後
は
毎
年
1
回
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

・�

法
定
検
査
を
受
け
て
い
な
い
ご
家
庭
に

は
、
県
か
ら
受
検
指
導
文
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。

※�

県
指
定
検
査
機
関
で
あ
る
（
公
社
）
茨

城
県
水
質
保
全
協
会
（
☎
0
2
9
︲

2
9
1
︲
4
0
0
0
）
に
申
し
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
「
一
括
契
約
シ
ス
テ
ム
」
を
活
用
く
だ

　
さ
い
。

・�

保
守
点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
を
一
括

し
て
契
約
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

※�

詳
し
く
は
、
保
守
点
検
業
者
ま
た
は
清

掃
業
者
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼�

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化

槽
へ
の
転
換

・�

単
独
処
理
浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
か
ら
の

汚
水
の
み
を
処
理
し
、
台
所
や
お
風
呂

か
ら
の
生
活
雑
排
水
は
そ
の
ま
ま
放
流

し
て
し
ま
い
ま
す
。
生
活
雑
排
水
も
併

せ
て
処
理
で
き
る
合
併
処
理
浄
化
槽
に

転
換
す
る
こ
と
で
、
放
流
す
る
汚
れ
の
量

を
１
／
８
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・�

身
近
な
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、
合
併
処

理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
「
浄
化
槽
設
置
費
補
助
金
」
を
ご
活
用

　
く
だ
さ
い
。

※�

所
定
の
要
件(

合
併
浄
化
槽
へ
の
転
換
な

ど)

が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
下
記

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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暮らしの情報欄

　
安
否
確
認
、
健
康
の
保
持
お
よ
び
孤
独
感

の
解
消
を
目
的
と
し
て
、
ひ
と
り
暮
ら
し
高

齢
者
の
自
宅
を
訪
問
し
、
乳
製
品
の
配
布
を

行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者

　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
の
病
弱

な
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

▼
内
要

　
隔
週
で
ヤ
ク
ル
ト
７
本
を
本
人
へ
直
接
手

渡
し
ま
す
。

（
火
曜
日
～
土
曜
日
の
希
望
す
る
曜
日
に
配

布
し
ま
す
。
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は

配
布
し
ま
せ
ん
。）

▼
申
請
方
法

　
役
場
福
祉
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
注
意
事
項

・�

不
在
に
す
る
場
合
や
転
居
す
る
場
合
、
施

設
へ
の
入
所
や
入
院
な
ど
の
場
合
は
、
福

祉
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
と
の
併
用
は
で
き
ま

せ
ん
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課　
高
齢
介
護
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
４
）


